
公立学校情報機器整備事業に係る各種計画の策定要領 

 

【山形県大石田町】 

④１人１台端末の利活用に係る計画 

 

１．１人１台端末を始めとする ICT 環境によって実現を目指す学びの姿 

 学習指導要領及び中央教育審議会答申『「令和の日本型学校教育」の構築を目指して

～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～』

（令和３年１月）及び大石田町の教育基本目標「誇りと絆と向上心を育む大石田学

園」を受けての基本方針の一つである「学ぶ楽しさやよさを実感し、いきいきと学び

に向かう人」を具現化していくためには、個の学びの保障と学びの交流を一体的に進

めることが求められており、ICT の効果的利用の果たす役割は重要である。また、当

町が小中一貫教育を構築していくうえでも、学びの系統性を共有したり最適化された

学び直しを行ったりするための有効手段として、AI ドリルや教育 ICT ツールを活用す

る意義は大きいと考える。 

 

２．GIGA 第１期の総括 

 令和２年度に１人１台端末として iPad を 450 台導入。ネットワーク環境、電子黒板

の整備も行い、令和６年度に更なる整備、更新を行った。授業や課外授業、家庭学習

において iPad を使用することが基本となり、高い利用率を維持している。しかし、学

校や教職員によっては活用に差が生じている部分があるため、ICT 支援員のサポート

協力やオンライン研修等を実施するなどして、第２期に向けて全体的な意識の向上を

図り、あわせて研究も進めていく。 

 

３．１人１台端末の利活用方策 

 ①端末の整備・更新 ・修繕を計画的に行い、児童生徒が１人１台端末を利活用できる

環境を維持していく。 

②定期的に開催している大石田町 ICT 教育推進委員会において、使用する学習アプ

リや AI ドリルの検討を実施し、学校の現状に合わせて最適なソフトを導入する。

また、ソフト上で取りまとめた学習データを活用し、児童生徒一人ひとりに対して

より質の高い学習指導を行う。 

③端末上で回答できる健康観察等を実施し、教職員がダッシュボード上で可視化する

ことで、児童生徒の体調の変化や心の不調を早期に発見できるシステムを導入する。

また、不登校や別室登校の児童生徒、学習への困難さを抱えている児童生徒等の学

びの保障の手段としても、１人１台端末を有効に利活用できるよう環境を整えてい

く。 

  


